
海外展開支援事業費助成金に関する留意事項 

 

助成金申請・採択に際し、助成金交付要領と併せて以下をご確認ください。 

 

１ 申請の前に 

 申請前に、以下の点において申請が可能であるか、ご確認ください。 

  すべてに該当する場合、申請が可能です。 

  ✔県内に本社又は主たる事業所を有する中小企業者である。 

  ✔工業、ジュエリー、食品など様々な分野において、海外で開催され、海外への事業展開に繋がると

認められる展示会・商談会等へ出展を行う。 

✔複数の展示会ではなく、１つの展示会について申請を行う。 

✔今回出展をする展示会に、過去にこの助成金を使って出展した実績は令和２年度からカウ 

ントして２回以下である。 

 

２ 申請方法 

ＨＰ（https://www.yiso.or.jp/index.html）掲載の様式第１号「海外展開支援事業費助成金交付申

請書」に必要事項を記入の上、添付書類と併せてご提出下さい。 

添付書類「積算金額の根拠書類」は、見積書の他に、金額の記載のあるウェブページを印刷したもの

等をご提出頂いても構いません。 

 

３ 助成の対象となる経費について（交付要領第４条３項の補足） 

（１）基本事項 

・交付決定の前に一部でも支出を行った経費については、全額対象外となります。ただし、展示会出 

出展費用についてはこの限りではない。 

※クレジットカードで支払いをする際は支払日＝決済日になりますのでご注意ください。 

・交付決定後に事業開始となります。やむを得ず交付決定前に各種申込等（支払いが発生しない手続

きに限ります）を行う必要がある場合は、様式第１号の２「事前着手理由書」に記載のうえ、申請

書に添付してください。 

・日本国内の税金は対象外となります。 

 

（２）必須証拠書類 

 事業が完了したときは、その日から起算して３０日以内又は助成事業の期間終了の日から１０日以 

内のいずれか早い期日までに所定書式にて実績報告していただきます。 

実績報告書には以下の書類を添付書類としてご提出ください。 

①出展の様子を写した写真（出展ブースの全貌を写した写真、出展製品等を写した写真、ＰＲ・商

談中の様子を写した写真等） 

②展示会主催者作成のパンフレット等（出展企業名が掲載されているもの） 

③助成対象経費に係る支出証拠書類の写し   の３点が必要になります。 



③助成対象経費に係る支出証拠書類の写しは、交付決定を受けた対象経費について、助成金額を確

定するために必要となる書類で、例としては以下のとおりです。 

 

ア 見積＜Quotation＞（１０万円未満は不要） 

   購入・発注をしようとする物品やサービスの内容・費用について記載のある書類（１０万円以上の

場合も、申請時に同一の見積書を添付した場合は再度のご提出は不要です） 

    例：見積書、金額表 

イ 発注・契約（５０万円未満は不要） 

   物品やサービス等を発注・契約したことが確認できる書類 

   例：発注書、契約書 

 ウ 納品 

  発注・契約したとおりの物品やサービス等を受け取った、完了したことが確認できる書類 

    例：納品書、実施報告書 

エ 請求＜Invoice＞（必須） 

   納品・完了した物品やサービス等の代金を請求されたことが確認できる書類 

    例：請求書 

オ 領収＜Receipt＞（必須） 

 請求されたとおりに物品やサービス等の支払いを行ったことが確認できる書類 

  例：領収書※1、電子送金に関する書類※2、振込明細書、インターネットバンキングの取引記録 

クレジットカード利用明細書と引き落とし通帳の写し※3 

※1 現地にて外貨で現金払いを行った場合は、支払い日のレートを併せて提出 

（参考サイト「OANDA Corporation 為替レート計算」 

https://www.oanda.com/lang/ja/currency/converter/） 

※2 送金依頼書と併せて「送金実行」と記載のある書類（送金日のレートの記載のあるもの）を提出。 

※3 引き落とし日は原則として、事業完了日以前である必要あり 

※現金での支払いの場合は支払いと同額が会社の口座から出金されたことが分かる根拠書類が必要にな

ります。 

 

（３）経費ごとの留意点、経費ごとに必要となる証拠書類 

  上記ア～オに加え、経費ごとに必要となる証拠書類がございます。写しの提出で構いません。紛失や

未発行により証拠書類が不足すると助成対象外となります。必ず実績報告まで保管ください。 

  a 出展登録料または参加費・小間（ブース）代 

   留意点 

・共同出展の際は出展登録料・小間代の持ち分比率の取り決めが確認できる契約書等を作成ください。 

   証拠書類 

・（２）③ア～オに加えて、主催者作成の案内文書等、出展料の記載のある書類、共同出展の場合は出展

登録料・小間代の持ち分比率の取り決めが確認できる契約書等 
  
 

https://www.oanda.com/lang/ja/currency/converter/


b 小間装飾・工事費 

   留意点 

   ・対象となる展示会で使用する装飾品レンタル料・購入費、工事費が対象となります。 

   証拠書類 

   ・（２）③ア～オに加えて、レンタル・購入した装飾品の内容、単価、数量が確認できる書類 

  

c 国内・海外輸送費 

   留意点 

   ・日本への輸入に掛かる税金は対象外となります。 

  証拠書類 

 ・（２）③ア～オに加えて、輸送品の内容が確認できる書類 

  

d 通訳料 

   留意点 

   ・通訳者分の会場までの旅費の負担がある場合はご相談ください。 

   証拠書類 

   ・（２）③ア～オに加えて、通訳実施報告書（通訳者の名前・所属・サイン（署名）、通訳を行った

時間・業務の内容の記載のあるもの）、通訳者が通訳を行っている場面の写真 

 

e 国内・海外旅費 

留意点 

・全国中小企業団体中央会が定める「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金における

旅費支給に関する基準」を準用し、規定されている金額を上限額とします。 

・展示会出展に関する旅費は職員２名までです。 

・国内交通費は、事業所から空港までの移動に要する旅費です。 

・自家用車での空港までの移動は、手持ちで展示品等を運搬する必要があり、公共交通機関での移

動が難しい場合に限ります。（37 円/1Km 換算した車賃、利用料金が 20Km を超える場合の高

速料金が対象） 

・渡航費はエコノミー席に限ります。 

・現地宿泊費については、１名１泊につき 25,000 円までが対象経費となります。宿泊の期間は

展示会開催期間＋前１日と後１日のうち、搬入出や渡航日程を考慮し必要と認められる日数が

対象となります。 

 （例）展示会：5/10～5/12、滞在期間：5/8～5/14 の場合 

  宿泊費助成対象期間：5/9（前泊）～5/12（後泊）の 4 日間。※5/8、13 は宿泊費用助成対

象外 

・展示会終了後の現地での商談に要する旅費については、以下①～③すべてに該当する場合に限

り対象経費となります。 

①商談する上で現地に赴くことが必要であり、かつ効果的であると認められる場合。 

②渡航の時期が展示会出展後６ヶ月以内である場合。 



③２回分の渡航（２名で１回、または１名で２回の旅渡航に掛かる費用）に掛かる旅費が対象経

費上限額です。 

④現地宿泊費の対象期間は商談に要した日数が対象となります。（商談と関係ない宿泊は対象外

となります） 

証拠書類 

・（２）③ア～オに加えて、搭乗チケットの半券 

※搭乗チケットの半券を紛失した場合は e チケットお客様控えにより対応可能です。ただし、

総額と併せて航空費内訳（チケット代金、燃油サーチャージ料金、空港使用料等）、渡航経路、

便名、発着空港等のページを提出できる場合に限ります。 

f ＰＲ用資料作成費 

   留意点 

   ・対象となる海外展示会で使用するものに限ります（展示会規模から予想される来訪者数と部数

に大きな乖離が無いか、英語又は現地語で作成されているか確認を行います） 

・作成するＰＲ用資料の翻訳が必要な場合は、翻訳費についても対象経費となります。 

※ ティッシュやペンなど販促物・サンプル品は対象外です。 

 証拠書類 

 ・（２）③ア～オに加えて、成果物の写真やデータ 

 

g 手数料（代理店手数料等） 

   留意点 

・主に旅費に関する代理店手数料が対象となります。その他の経費に掛かる代理店手数料につい

てはご相談ください。 

・振込手数料等、支払いに関する手数料は対象外となります。 

証拠書類 

・（２）③ア～オに加えて、手数料がかかる対象の経費が助成対象経費であると確認できる書類 

 

４ その他 

〇交付決定後及び事業開始より半年後に状況の確認のため訪問等をさせていただきますのでご承 

知おきください。 

   〇交付申請書提出時に「無形資産可視化ツール」を提出いただきます。記載方法につきましては別 

紙のマニュアルを参考にしてください。 


